
８　商

１  平成24年経済センサス‐活動調査（基幹統計調査）による。
２　卸売業には代理商仲立業を含む。

総　数 卸 売 業 小 売 業 総　数 卸 売 業 小 売 業

滋　賀　県

大 津 市
彦 根 市
長 浜 市
近 江 八 幡 市
草 津 市

守 山 市
栗 東 市
甲 賀 市
野 洲 市
湖 南 市

高 島 市
東 近 江 市
米 原 市

京  都  府
京 都 市
福 知 山 市
舞 鶴 市
綾 部 市
宇 治 市

宮 津 市
亀 岡 市
城 陽 市
向 日 市
長 岡 京 市

八 幡 市
京 田 辺 市
京 丹 後 市
南 丹 市
木 津 川 市

大  阪  府
大 阪 市
堺 市
岸 和 田 市
豊 中 市
池 田 市

吹 田 市
泉 大 津 市
高 槻 市
貝 塚 市
守 口 市

枚 方 市
茨 木 市
八 尾 市
泉 佐 野 市
富 田 林 市

寝 屋 川 市
河 内 長 野 市
松 原 市
大 東 市
和 泉 市

箕 面 市
柏 原 市
羽 曳 野 市
門 真 市
摂 津 市

高 石 市
藤 井 寺 市
東 大 阪 市

※綾部市は事業所数、従業者数に商品販売額の無い事業所は含まない。

都　市　名
事　　業　　所　　数 従  　業    者    数　（人）     



　業

３　年間商品販売額には、修理料、ｻーﾋﾞｽ料、仲立手数料の収入額を含まない。
４　平成4年の商業調査以降、飲食店は調査対象外のため掲載しない。

総　　　数 卸　売　業 小　売　業 総  数 卸 売 業 小 売 業

年　間　商　品　販　売　額　　（百万円）
従業員１人当たり　　　

年間商品販売額 （百万円）



８　商

総　数 卸 売 業 小 売 業 総　数 卸 売 業 小 売 業

泉 南 市
四 條 畷 市
交 野 市
大 阪 狭 山 市
阪 南 市

兵  庫  県
神 戸 市
姫 路 市
尼 崎 市
明 石 市
西 宮 市

洲 本 市
芦 屋 市
伊 丹 市
相 生 市
豊 岡 市

加 古 川 市
赤 穂 市
西 脇 市
宝 塚 市
三 木 市

高 砂 市
川 西 市
小 野 市
三 田 市
加 西 市

篠 山 市
養 父 市
丹 波 市
南 あ わ じ 市
朝 来 市

淡 路 市
宍 粟 市
加 東 市
た つ の 市

奈  良  県
奈 良 市
大 和 高 田 市
大 和 郡 山 市
天 理 市
橿 原 市

桜 井 市
五 條 市
御 所 市
生 駒 市
香 芝 市

葛 城 市
宇 陀 市

和 歌 山 県
和 歌 山 市
海 南 市
橋 本 市
有 田 市
御 坊 市

田 辺 市
新 宮 市
紀 の 川 市
岩 出 市

※神戸市は管理，補助的経済活動のみを行う事業所，産業細分類が格付不能の事業所，卸売の商品販売額
（仲立手数料を除く），小売の商品販売額及び仲立手数料のいずれの金額も無い事業所は含まない。
　従業者数とは，「個人業主」，「無給家族従業者」，「有給役員」及び「常用雇用者」の計であり，臨時雇用者は
含めていない。「従業者１人当たりの年間商品販売額」は，「パート・アルバイトなど」の従業者について8時間
換算したものを用いて算出。

都　市　名
事　　業　　所　　数 従  　業    者    数　（人）     



　業(続き)

総　　　数 卸　売　業 小　売　業 総  数 卸 売 業 小売業

　従業者数とは，「個人業主」，「無給家族従業者」，「有給役員」及び「常用雇用者」の計であり，臨時雇用者は

年　間　商　品　販　売　額　　（百万円）
   従業員１人当たり　　　
年間商品販売額 （百万円）




